
令和 ２ 年  ４ 月 ２８ 日

茨木市立春日丘小学校長

茨木市立春日丘小学校ＰＴＡ会長

学校徴収金・ＰＴＡ会費につきましては、自動振替により集金いたします。

○取扱い銀行 ゆうちょ銀行

○振替日 5月、10月、2月の10日（土日祝日の場合は翌営業日）

○振替手数料 学校徴収金（PTA会費を含む）について、1件につき10円のご負担をお願いします。

〇返金手数料 原則行いませんが、返金することになった場合は1件につき66円または100円を

差し引いてお返しします。

保護者　様

令和　２ 年度学校徴収金・ＰＴＡ会費について

　休校が長く続いておりますが、保護者のみなさまには急なお願いにご協力ご対応いただき、心よ

りお礼申しあげます。

標記の件についてですが、学校で必要となる諸費用には、学校徴収金（ 教材費・校外学習費・修学

旅行費等）とＰＴＡ会費があります。学校徴収金は本校の教育目標を達成するための財源で、学校

教育活動に直接必要なものや、児童に直接還元されるものの費用です。保護者の皆様よりお預かり

し、厳正かつ有効に執行いたします。これらの集金につきましては、下記の方法により集金いたし

ますので、よろしくお願いいたします。

記

１．学校徴収金の種類

費　目 使　途

テスト、ドリル類、実習教材費等

遠足、社会見学、自然宿泊体験学習の費用

6年時実施の修学旅行費用

PTA会費

教材費

校外学習費

修学旅行費

PTA会費

２．学校徴収金・ＰＴＡ会費の集金方法について

振替日の前日までに貴口座に入金していただきますよう、よろしくお願いいたします。

様式3



・ 給食費は茨木市への直接納入となり、登録口座からの振替にて翌月実費徴収されます。

 金額等は市教育委員会発行のプリントでお知らせします。

＜ＰＴＡ会費　月別集金額一覧＞

※ＰＴＡ会費につきましては、会員1名につき、１口集金（月額１５０円）させていただきます。

　本校在籍の一番上のお子さまより集金いたします。

自動振替の手続きやその他ご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。

ＰＴＡ会費

振替日 5月11日（月） 10月12日（月） 2月10日（水）
合  計

口数／月 ５月（4～７月分） 10月（8～11月分） 2月（12～3月分）

２口 1,200 1,200 1,200 3,600

１口 600 600 600 1,800

・ 学校徴収金の各学年の予算書につきましては後日プリントにてお知らせします。なお2月分の徴収金額は

 調整額となりますので1月下旬にお知らせします。（各学年の会計報告は年度末にいたします）

４．その他

１年

 ２ 月
年間集金額

費目＼振替日 5月11日（月） 10月12日（月） 2月10日（水）

振替月  ５ 月

　３年

１０月

３．学校徴収金・ＰＴＡ会費の集金額・集金時期について

＜学校徴収金　月別集金額一覧＞

学　年

　２年 3,000 1,052 11,052

8,000 4,000

　６年

　４年

　５年

学校徴収金

31,980

8,000 10,000 1,046 19,046

5,000 740 13,740

12,000 11,000 8,980学校徴収金

1,625 13,625

学校徴収金

学校徴収金

学校徴収金

7,000

8,000

学校徴収金 7,000 4,000 1,240 12,240

担当 ：茨木市立春日丘小学校 事務室
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